
塩谷町告示第86号 

 

塩谷町狩猟免許取得支援補助金交付要綱の一部を改正する告示をここに公布する。 

 

令和６年４月25日 

 

塩谷町長 見形 和久      
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塩谷町狩猟免許取得支援補助金交付要綱の一部を改正する告示 

令和6年4月25日 

告示第24号 

塩谷町狩猟免許取得支援補助金交付要綱(平成20年塩谷町告示第6号)の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。  
改正前 改正後 

(趣旨) (趣旨) 

第1条 この要綱は、塩谷町内の農林産物に甚大な被害を及ぼす有害鳥獣

の捕獲、処分に関する有害鳥獣駆除班員                           

         を養成するため、新たに狩猟免許の取得に要する経費に対し

て、塩谷町補助金等交付規則(昭和47年塩谷町規則第14号)及びこの要

綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するこ

とについて、必要な事項を定めるものとする。 

第1条 この要綱は、塩谷町内の農林産物に甚大な被害を及ぼす有害鳥獣

の捕獲、処分に関する塩谷町鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」

という。)を養成するため、新たに狩猟免許の取得に要する経費に対し

て、塩谷町補助金等交付規則(昭和47年塩谷町規則第14号)及びこの要

綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するこ

とについて、必要な事項を定めるものとする。 

(対象者) (対象者) 

第2条 塩谷町狩猟免許取得支援補助金(以下「補助金」という。)は、次

の各号に掲げる要件を満たしている者に対して交付する。 

第2条 塩谷町狩猟免許取得支援補助金(以下「補助金」という。)は、次

の各号に掲げる要件を満たしている者に対して交付する。 

(1) 新規に狩猟免許(わな猟免許に限る。)                         

 を取得した者ただし、更新は除く。 

(1) 新規に狩猟免許(わな猟免許、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免

許)を取得した者ただし、更新は除く。 

(2) 猟友会塩谷支部塩谷分会に加入し、有害鳥獣駆除班員として業務

を遂行できる者 

(2) 猟友会塩谷支部塩谷分会に加入し、実施隊員        として業務

を遂行できる者 
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(3)・(4) （略） (3)・(4) （略） 

(補助金の額) (補助金の額) 

第3条 補助金は、狩猟免許取得のために必要な講習会受講料・受験手数

料を交付対象とし、一人当たり         8,500円を限度とする。 

第3条 補助金は、狩猟免許取得のために必要な講習会受講料・受験手数

料を交付対象とし、1つの狩猟免許当たり8,500円を限度とする。 

様式第1号(第4条関係) 様式第1号(第4条関係) 

（略） （略） 

 

附 則 

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月１日から適用する。 

 



 

様式第 1 号(第 4 条関係) 

  年  月  日 

  

 塩谷町長 様 

  

            申請者 住所            

氏名           ㊞  

                電話            

  

  年度塩谷町狩猟免許取得支援補助金交付申請書 

 次のとおり狩猟免許を取得したので、塩谷町狩猟免許取得支援補

助金交付要綱第 4 条の規定により申請します。 

記 

1 取得内容  わな猟免許、第一種銃猟免許、第二種銃猟免許 

2 申請金額   金           円 

3 添付書類  狩猟免許試験合格証等の写し 

       講習会受講料領収書写し 

       受験手数料領収書写し 

       猟友会塩谷支部塩谷分会加入証明書  


